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保
険
年
金
課
1
66
◆

1
1
0
2

○母
○障
医
療
費
受
給
者
証

の
更
新

8
月
1
日
㈪
か
ら
、
次
の
受
給

者
証
が
更
新
と
な
り
ま
す
。

○母
母
子
家
庭
等
医
療
費
受
給
者
証

○障
平
成
17
年
7
月
31
日
が
期
限
の

障
害
者
医
療
費
受
給
者
証

○母
の
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方

は
、
更
新
の
案
内
が
届
き
ま
す
の

で
、
案
内
に
し
た
が
っ
て
更
新
の

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○障
の
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方

は
、
7
月
下
旬
に
新
受
給
者
証
を

郵
送
し
ま
す
。

8
月
か
ら
は
、
必
ず
、
新
受
給

者
証
を
病
院
な
ど
の
窓
口
に
提
示

し
、
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

古
い
受
給
者
証
は
、
市
役
所
保

険
年
金
課
ま
た
は
東
・
形
原
・
西
浦

の
各
出
張
所
へ
お
返
し
く
だ
さ
い
。

福
祉
課
1
66
◆

1
1
0
6

県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当
・

特
別
障
害
者
手
当
の
ご
案
内

◎
愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当

身
体
障
害
者
手
帳
1
･
2
級
の

方
、
療
育
手
帳
A
判
定
の
方
、
身

体
障
害
者
手
帳
3
級
と
療
育
手
帳

の
B
判
定
を
あ
わ
せ
て
も
つ
方
に

支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

施
設
入
所
し
た
場
合
は
、
資
格

喪
失
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。
な

お
、施
設
を
退
所
さ
れ
た
場
合
は
、

再
度
申
請
い
た
だ
け
れ
ば
手
当
を

受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

手
当
月
額　

7
千
円（
身
体
障
害

者
手
帳
1
・
2
級
で
、
か
つ
療

育
手
帳
の
知
的
障
害
の
程
度
が

I
Q
35
以
下
の
人
は
1
万
6
千

100
円
）

支
給
月　

4
月
・
8
月
・
12
月

◎
特
別
障
害
者
手
当

20
歳
以
上
で
、
日
常
生
活
に
常

時
介
護
を
必
要
と
す
る
在
宅
の
方

に
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

身
体
障
害
者
手
帳
1
･
2
級
程

度
の
障
害
が
2
つ
以
上
あ
る
方
、

I
Q
35
以
下
で
か
つ
身
体
障
害
者

手
帳
1
･
2
級
程
度
の
障
害
が
あ

る
方
、
身
体
障
害
者
手
帳
1
･
2

級
程
度
の
肢
体
不
自
由
の
方
で
常

時
介
護
が
必
要
な
方
な
ど
が
対
象

と
な
り
、
認
定
診
断
書
に
よ
る
審

査
が
あ
り
ま
す
。
施
設
入
所
を
し

た
場
合
お
よ
び
3
カ
月
以
上
の
継

続
し
た
入
院
を
し
た
場
合
は
資
格

喪
失
と
な
り
ま
す
。

手
当
月
額　

2
万
6
千
520
円（
障

害
の
程
度
に
応
じ
て
加
算
が
あ

り
ま
す
）

支
給
月　

2
月
・
5
月
・
8
月
・

11
月

◎
障
害
児
福
祉
手
当

20
歳
未
満
で
、
日
常
生
活
に
常

時
介
護
を
必
要
と
す
る
在
宅
の
方

に
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。
身
体

障
害
者
手
帳
1
･
2
級
程
度
の
障

害
の
あ
る
方
、
I
Q
20
以
下
の
方

な
ど
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
認
定

診
断
書
に
よ
る
審
査
が
あ
り
ま

す
。
施
設
入
所
を
し
た
場
合
は
資

格
喪
失
と
な
り
ま
す
。

手
当
月
額　

1
万
4
千
430
円（
障

害
の
程
度
に
応
じ
て
加
算
が
あ

り
ま
す
）

支
給
月　

2
月
・
5
月
・
8
月
・

11
月

●
各
手
当
共
通
事
項

所
得
制
限
に
よ
り
支
給
停
止
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

福
祉
課
1
66
◆

1
1
0
6

県
在
宅
重
度
障
害
者

手
当
の
所
得
状
況
届

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

現
在
、
愛
知
県
在
宅
重
度
障
害

者
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、

毎
年
、
手
当
を
引
き
続
き
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
確
認

す
る
た
め
、
所
得
状
況
届
を
提
出

し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

8
月
11
日
㈭
〜
9
月
9
日
㈮
ま

で
に
本
人
あ
て
に
郵
送
さ
れ
た
所

得
状
況
届
を
市
役
所
福
祉
課
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
税
務

課
で
の
証
明
手
続
き
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。

区
画
整
理
課
1
66
◆

1
1
7
5

保
留
地
を
売
却
し
ま
す

土
地
区
画
整
理
事
業
地
区
内
の

土
地
を
公
開
抽
選
で
公
売
し
ま
す
。

申
込
期
間　

7
月
25
日
㈪
〜
8
月

5
日
㈮（
土
・
日
曜
日
も
受
け

付
け
ま
す
）

午
前
9
時
〜
午
後
4
時

申
込
場
所　

区
画
整
理
課
（
市
役

所
本
館
3
階
）

申
込
資
格　

自
己
の
建
物
を
建
築

で
き
る
方
。
市
内･

市
外
在
住

は
問
い
ま
せ
ん
。
1
人
1
区
画

の
申
し
込
み
と
し
ま
す
。

抽　

選　

8
月
11
日
㈭
午
前
10
時

30
分
か
ら
市
役
所
本
館
3
階
304

会
議
室
に
て
行
い
ま
す
。

申
込
方
法　

所
定
の
申
込
書（
区

画
整
理
課
に
あ
り
ま
す
）に
抽

選
保
証
金
20
万
円（
現
金
）を
添

え
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

特
別
売
却　

8
区
画
の
う
ち
、
申

し
込
み
が
な
か
っ
た
物
件
に
つ

い
て
は
、
8
月
12
日
㈮
か
ら
次

回
の
公
売
に
か
け
る
ま
で
の

間
、
ま
た
は
、
平
成
18
年
3
月

31
日
ま
で
の
間
、
特
別
売
却

（
申
し
込
み
順
）し
ま
す
。

※
案
内
書
を
ご
希
望
の
方
は
、
区

画
整
理
課
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

蒲
郡
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も

案
内
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

公売する保留地予定地
番
号 所　在　地 地　積 ㎡単価 売却価格

1 蒲南82街区仮18番
（蒲郡町堀込）

159.04㎡
（48.11坪）

73,000円
（坪241,322円） 11,609,920円

2 中部50街区仮1番
（水竹町池下）

109.85㎡
（33.23坪）

87,000円
（坪287,603円） 9,556,950円

3 中部81街区仮8番
（水竹町西小深田）

82.52㎡
（24.96坪）

89,000円
（坪294,214円） 7,344,280円

4 中部20街区仮9番
（水竹町上大塔）

148.40㎡
（44.89坪）

85,000円
（坪280,991円） 12,614,000円

5 中部22街区仮8番
（水竹町下大塔）

233.67㎡
（70.69坪）

69,000円
（坪228,099円） 16,123,230円

6 中部24街区仮13番
（水竹町下大塔）

194.97㎡
（58.98坪）

88,000円
（坪290,909円） 17,157,360円

7 中部54街区仮4番
（水竹町半海道）

219.13㎡
（66.29坪）

87,000円
（坪287,603円） 19,064,310円

8 中部86街区仮15番
（水竹町千丸）

144.94㎡
（43.84坪）

89,000円
（坪294,214円） 12,899,660円


